
●後期高齢者医療資格情報のお知らせ・資格確認書の送付について

　後期高齢者医療の資格情報のお知らせは、養老町に住所を有し、マイナ保険証利用登録のある84歳以下の人に郵送に
より交付されます。受診などの際はマイナ保険証をご使用ください。また、85歳以上の人とマイナ保険証利用登録のな
い84歳以下の人には、資格確認書が郵送により交付されます。受診などの際に、医療機関などに提示してください。
　今年度交付する資格確認書は抹茶色（薄い緑色）です。有効期限を過ぎた資格確認書は、住所や氏名が判別できないよう
細断するなどして破棄するか、健康福祉課までご返却ください。

●コールセンターの開設

　資格情報のお知らせ、資格確認書、子ども・子育て支援金を含む保険料に関することについて、専用コールセンターを
設置します。ご不明な点があれば、下記電話番号までお問い合わせください。

〇岐阜県後期高齢者医療広域連合　コールセンター　☎0570－051－502
　開設日時　７月１日（水）～８月31日（月）９時～ 17時（土・日曜日、祝日を除く）

〇厚生労働省　コールセンター　☎0120－617－111
　開設日時　７月～令和９年３月　９時～ 18時（日曜日、祝日を除く）

〇子ども・子育て支援納付金　コールセンター（こども家庭庁）　☎0120－303－272
　開設日時　９時～ 18時（日曜日、祝日を除く）
　
●マイナ保険証をぜひご利用ください！

　マイナ保険証を使用するとデータに基づくより良い医療を受けることができたり、限度額適用申請がなくても、高額療
養費制度における限度額を超える支払いが免除されたりするなどのメリットがあります。

●令和8年度保険料について

　保険料については、７月中旬に送付する「後期高齢者医療保険料額決定通知書」にてご確認ください。

●確定申告期限後に申告した人へ

　確定申告期限後に申告などをした人は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない場合があります。この
場合、当初は確定申告期限までの情報などに基づく保険料額の決定通知書などをお送りします。後日、申告などの内容を
踏まえた再判定を行い、変更があった場合は決定通知書などを再度送ります。これにより、特別徴収であった人が、普通
徴収に切り替わることがあります。

《資格確認書イメージ》《資格情報のお知らせイメージ》


